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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中継サブフレーム配置に基づいて、中継リンクのダウンリンクサービス伝送とアップリ
ンクフィードバック情報伝送との間のタイミング関係を確定し；
　中継局が前記タイミング関係に基づいて前記アップリンクフィードバック情報を伝送す
るためのアップリンク中継サブフレームを確定し、前記アップリンク中継サブフレームを
介して前記アップリンクフィードバック情報を伝送するステップを含み、
　前記中継サブフレーム配置に基づいて、前記アップリンクフィードバック情報を伝送す
るためのタイミング関係を確定するステップが、
　前記中継局が前記中継サブフレーム配置を取得し、取得した前記中継サブフレーム配置
に基づいて、予め設定された前記中継サブフレーム配置と前記アップリンクフィードバッ
ク情報の伝送タイミング関係との対応関係、または、中継リンクのダウンリンクサービス
伝送とアップリンクフィードバック情報伝送用のサブフレーム位置との間の対応関係から
前記タイミング関係を確定し；又は、
　基地局が前記中継サブフレーム配置に基づいて前記タイミング関係を確定して、前記タ
イミング関係を指示するための指示情報を前記中継局に送信するステップを含むことを特
徴とする中継リンクのアップリンク肯定／否定フィードバック情報の伝送方法。
【請求項２】
　前記指示情報が、前記アップリンク中継サブフレームのサブフレーム番号と、前記アッ
プリンク中継サブフレームのオフセット量の中の少なくとも一つを含むことを特徴とする
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請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基地局が前記中継局に前記タイミング関係を指示するための指示情報を送信するス
テップが、
　前記基地局がダウンリンク中継サブフレームを介して前記中継局にサービスデータを送
信し、前記サービスデータに対応するダウンリンク制御情報に前記タイミング関係を指示
するための指示情報を含ませるステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記中継サブフレーム配置に基づいて、前記アップリンクフィードバック情報を伝送す
るためのタイミング関係を確定する前に、
　前記中継サブフレーム配置の場合、中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝
送を、ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の
フィードバックタイミング関係に従って行うことが可能であるか否かを判定し；
　可能であると、前記ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリ
ンクフィードバック情報伝送のタイミング関係に従って前記アップリンクフィードバック
情報を伝送し；
　不可能であると、前記中継サブフレーム配置に基づいて前記アップリンクフィードバッ
ク情報を伝送するためのタイミング関係を確定する操作を行うステップを更に含むことを
特徴とする請求項１ないし３の中のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記中継局が前記アップリンク中継サブフレームを介して前記アップリンクフィードバ
ック情報を伝送するステップが、
　前記中継局が１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のアップリンクフィードバ
ック情報を伝送する場合、前記中継局がバンドルフィードバックモード又は多重化フィー
ドバックモードに従って前記複数のアップリンクフィードバック情報を伝送するステップ
を含むことを特徴とする請求項１ないし３の中のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記中継局が前記アップリンク中継サブフレームを介して前記アップリンクフィードバ
ック情報を伝送するステップが、
　特別サブフレームにおける一部のリソースが、基地局から前記中継局へのダウンリンク
サービスの伝送用であると、前記中継局は前記特別サブフレームの後のアップリンク中継
サブフレームを介して前記ダウンリンクサービスのアップリンクフィードバック情報を伝
送するステップを含むことを特徴とする請求項１ないし３の中のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記中継局が前記アップリンク中継サブフレームを介して前記アップリンクフィードバ
ック情報を伝送するステップが、
　特別サブフレームにおけるリソースのみを前記中継局から前記基地局への中継リンクの
アップリンクデータの伝送用としていると、前記中継局が前記特別サブフレームを介して
前記アップリンクフィードバック情報を伝送するステップを含むことを特徴とする請求項
１ないし３の中のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　中継サブフレーム配置に基づいて、中継リンクのダウンリンクサービス伝送とアップリ
ンクフィードバック情報伝送との間のタイミング関係を確定する第１の確定ブロックと、
　前記タイミング関係に基づいて、前記アップリンクフィードバック情報を伝送するため
のアップリンク中継サブフレームを確定する第２の確定ブロックと、
　前記アップリンク中継サブフレームを介して前記アップリンクフィードバック情報を伝
送する伝送ブロックと、を含み、
　第１の確定ブロックが、
　前記中継サブフレーム配置を取得する取得サブブロックと、
　取得した前記中継サブフレーム配置に基づいて、予め設定された、前記中継サブフレー
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ム配置と前記アップリンクフィードバック情報の伝送タイミング関係との対応関係又は中
継リンクのダウンリンクサービス伝送とアップリンクフィードバック情報伝送用のサブフ
レーム位置との対応関係からタイミング関係を確定する第１の確定サブブロックと、を含
むことを特徴とする中継局。
【請求項９】
　第１の確定ブロックが、基地局からのタイミング関係を指示するための指示情報を受信
する受信サブブロックをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の中継局。
【請求項１０】
　中継サブフレーム配置に基づいて中継リンクのダウンリンクサービス伝送とアップリン
クフィードバック情報伝送との間のタイミング関係を確定する確定ブロックと、
　前記タイミング関係を指示する指示情報を中継局に送信する送信ブロックと、を含むこ
とを特徴とする基地局。
【請求項１１】
　前記送信ブロックは、さらに、ダウンリンク中継サブフレームを介して前記中継局にサ
ービスデータを送信し、前記サービスデータに対応するダウンリンク制御情報に前記タイ
ミング関係を指示するための前記指示情報を含ませることを特徴とする請求項１０に記載
の基地局。
【請求項１２】
　前記タイミング関係に基づいて確定したアップリンク中継サブフレームにおいてアップ
リンクフィードバック情報を受信する受信ブロックをさらに含むことを特徴とする請求項
１１に記載の基地局。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、具体的に、中継リンクのアンプリンクフィードバック情報
の伝送方法、中継局及び基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、移動通信の発展要求は、より高い伝送速度、さらに完全な信号カバー率及びより
高いリソース利用率を支援可能にすることである。高い伝送速度を実現するため、次世代
移動通信システムは、より高い周波数の帯域幅を用いて信号を伝送し、これと共に、より
高い周波数の帯域幅に伴い、より大きい通路損失（Ｐａｔｈ　Ｌｏｓｓ）をもたらし、ネ
ットワークのカバーに影響を与えてしまう。中継（Ｒｅｌａｙ）技術によると、カバーの
増加及び平衡を実現できると共に、セルスループットを増加させることができ、また、基
地局に比べ、中継局の配置コストが低いので、中継技術は、長期進化（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、以下、ＬＴＥと略称）の進化システムである高級長期進化（Ｌ
ＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、以下、ＬＴＥ－Ａ）システムにおけるキーポイントである。
【０００３】
　時分割複信（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕａｌ、以下ＴＤＤと略称）のＬＴＥシ
ステムにおいて、周波数リソースは時間上、フレームを単位として分けられる。図１ａは
、関連技術によるＴＤＤシステムのフレーム構造を示す図である。図１ａに示すように、
各無線フレームの長さは１０ミリ妙であって、長さが１ミリ秒であるサブフレームを１０
個含み、その中、サブフレームは、アップリンクサブフレームと、ダウンリンクサブフレ
ームと、特別サブフレームと、を含む。アップリンク／ダウンリンクサブフレームの比例
の違いによって、ＴＤＤ　ＬＴＥシステムは、７種類のサブフレーム配置構造を有し、シ
ステムはセルにおけるアップリンク／ダウンリンクのサービス量等の情報に応じて柔軟に
配置できる。具体的な７種類の配置構造は表１に示すとおりである。その中、Ｄはダウン
リンクサブフレームを示し、Ｕはアップリンクサブフレームを示し、Ｓは特別サブフレー
ムを示す。図１ｂは、関連技術によるＴＤＤシステムの特別サブフレームの構造を示す図
である。図１ｂに示すように、Ｓサブフレームは、一部のダウンリンクパイロットタイム
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）と、アップリンクパイロットタイムスロット（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　
Ｓｌｏｔ、以下ＵｐＰＴＳと略称）と、アップリンク／ダウンリンク間で変換するガード
ピリオド（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ、以下ＧＰと略称）と、を含む。後方互換性を保証
するＴＤＤ　ＬＴＥの進化システムとしてのＴＤＤ　ＬＴＥ－ＡシステムはＴＤＤ　ＬＴ
Ｅと同様なフレーム構造を維持する。
【０００４】
　表１：ＴＤＤ　ＬＴＥシステムにおけるサブフレームのアップリンク／ダウンリンクの
配置形式表
【表１】

【０００５】
　ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８システムにおいて、サービスデータとフィードバ
ック情報の伝送との間は一定のタイミング関係を満たしている。ダウンリンクサービス伝
送のアップリンクフィードバックを例にすると、基地局がｎ号のダウンリンクサブフレー
ムにてデータを送信すると、ｎ＋ｋ号のアンプリンサブフレームにおいて、ユーザ機器は
受信したデータに基づいて基地局に対応する肯定応答／否定応答（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇ
ｅ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ、以下ＡＣＫ／ＮＡＣＫと略称）の情報
をフィードバックする。その中、ｋは、ＴＤＤシステムのサブフレームのアップリンク／
ダウンリンク配置及びサブフレームの位置が異なるによって異なり、具体的には表２に示
す通りである。
【０００６】
　表２：ＴＤＤ　ＬＴＥシステムにおけるアップリンクフィードバックタイミングｋ値を
示す表
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【表２】

【０００７】
　ＴＤＤ　ＬＴＥ－Ａシステムに中継局を導入した後、データの伝送に１ジャンプが追加
されたことに相当し、即ち、元の基地局―端末の通信モードが変更された。２ジャンプシ
ステムを例にすると、中継局のサービスを受けている端末の通信モードは、基地局―中継
局―端末の形態に変更された。この時、アップリンクリソースとダウンリンクリソースか
ら一部を分割して基地局―中継局の通信リソースとする、即ち、基地局―中継局の間のサ
ービス伝送のために一部のサブフレームを分割する必要があり、これらのサブフレームが
中継サブフレームと呼ばれ、対応するリンクが中継リンク（又はＵｎインタフェース、対
応する中継サブフレームはＵｎサブフレームとも呼ばれる）と呼ばれる。しかし、干渉問
題を考え、中継局は同じ周波数リソース上で送信作業と受信作業を同時に行うことができ
ないので、この時、ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定されたＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報のフィードバックタイミング関係に従って行うと、システムにおける一部
の中継リンクが伝送するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報を紛失しまうことがある。
【０００８】
　ＴＤＤシステムのサブフレームのアップリンク／ダウンリンク配置３を例にすると、７
、８、９号のダウンリンクサブフレームがダウンリンク中継サブフレームとして配置され
、３号のサブフレームがアップリンク中継サブフレームと配置されていると、該三つのダ
ウンリンクサブフレームにおいて伝送されるサービスについて、ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　８プロトコルの規定によると、それぞれアップリンクサブフレーム３、３、４
においてＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを行う。この際、ＴＤＤ　ＬＴＥプロトコルに
規定のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックタイミング関係に従って行うと、９号のサブフレ
ームの、ダウンリンク中継リンクのサービスデータの伝送に対応するフィードバック情報
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを紛失してしまうことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、関連技術において中継サブフレームの配置状況を考慮せずにＴＤＤ　ＬＴＥ
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　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のフィードバックタ
イミング関係に従ってフィードバックすることによってアップリンクフィードバック情報
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを紛失してしまうことに鑑み、これらの問題を解決できる改善された中
継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝送方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を実現するため、本発明の一方面によると、中継リンクのアップリンク肯定
／否定フィードバック情報の伝送方法を提供する。
【００１１】
　本発明による中継リンクのアップリンク肯定／否定フィードバック情報の伝送方法は、
中継サブフレーム配置に基づいて、アップリンクフィードバック情報を伝送するためのタ
イミング関係を確定し；中継局がタイミング関係に基づいてアップリンクフィードバック
情報を伝送するためのアップリンク中継サブフレームを確定し、アップリンク中継サブフ
レームを介してアップリンクフィードバック情報を伝送するステップを含む。
【００１２】
　中継サブフレーム配置に基づいて、サービスデータのアップリンクフィードバック情報
を伝送するためのタイミング関係を確定するステップは、中継局が中継サブフレーム配置
を取得し、取得した中継サブフレーム配置に基づいて予め設定された対応関係からタイミ
ング関係を確定し、その中、対応関係は、中継サブフレーム配置とアップリンクフィード
バック情報伝送タイミング関係との対応関係であり、または、対応関係は、中継リンクの
ダウンリンクサービス伝送とアップリンクフィードバック情報を伝送するサブフレーム位
置との間の対応関係であり；又は、基地局が中継サブフレーム配置に基づいてタイミング
関係を確定してタイミング関係を指示するための指示情報を中継局に送信するステップを
含むことが好ましい。
【００１３】
　指示情報が、アップリンク中継サブフレームのサブフレーム番号と、アップリンク中継
サブフレームのオフセット量の中の少なくとも一つを含むことが好ましい。
【００１４】
　基地局が中継局に指示情報を送信するステップは、基地局がダウンリンク中継サブフレ
ームを介して中継局にサービスデータを送信し、サービスデータに対応するダウンリンク
制御情報に指示情報を携帯するステップを含むことが好ましい。
【００１５】
　中継局がアップリンク中継サブフレームを介してアップリンクフィードバック情報を伝
送するステップが、中継局が１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のアップリン
クフィードバック情報を伝送する場合、中継局がバンドルフィードバックモード又は多重
化フィードバックモードに従って複数のアップリンクフィードバック情報を伝送するステ
ップを含むことが好ましい。
【００１６】
　中継局がアップリンク中継サブフレームを介してアップリンクフィードバック情報を伝
送するステップが、特別サブフレームにおける一部のリソースが、基地局から中継局への
ダウンリンクサービスの伝送用として配置されていると、中継局は特別サブフレームの後
のアップリンク中継サブフレームを介してダウンリンクサービスのアップリンクフィード
バック情報を伝送するステップを含むことが好ましい。
【００１７】
　中継局がアップリンク中継サブフレームを介してアップリンクフィードバック情報を伝
送するステップが、特別サブフレームにおけるリソースのみが中継局から基地局への中継
リンクのアップリンクデータの伝送用として配置されていると、中継局が特別サブフレー
ムを介してアップリンクフィードバック情報を伝送するステップを含むことが好ましい。
【００１８】
　上記の目的を実現するため、本発明の他の一方面によると、中継局を提供する。
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【００１９】
　本発明による中継局は、中継サブフレーム配置に基づいて、アップリンクフィードバッ
ク情報を伝送するためのタイミング関係を確定する第１の確定ブロックと、タイミング関
係に基づいて、アップリンクフィードバック情報を伝送するためのアップリンク中継サブ
フレームを確定する第２の確定ブロックと、アップリンク中継サブフレームを介してアッ
プリンクフィードバック情報を伝送する伝送ブロックと、を含む。
【００２０】
　第１の確定ブロックが、中継サブフレーム配置を取得する取得サブブロックと、取得し
た中継サブフレーム配置に基づいて、予め設定された、中継サブフレーム配置とアップリ
ンクフィードバック情報を伝送する伝送タイミング関係との対応関係又は中継リンクのダ
ウンリンクサービス伝送とアップリンクフィードバック情報を伝送するサブフレーム位置
との対応関係からタイミング関係を確定する第１の確定サブブロックと、を含むことが好
ましい。
【００２１】
　第１の確定ブロックが、基地局からのタイミング関係を確定するための指示情報を受信
する受信サブブロックを含むことが好ましい。
【００２２】
　上記の目的を実現するため、本発明の他の一方面によると、基地局を提供する。
【００２３】
　本発明による基地局は、中継サブフレーム配置に基づいてタイミング関係を確定する確
定ブロックと、タイミング関係を指示する指示情報を中継局に送信する送信ブロックと、
タイミング関係に基づいて確定したアップリンク中継サブフレームにおいてアップリンク
フィードバック情報を受信する受信ブロックと、を含む。
【００２４】
　送信ブロックは、さらに、ダウンリンク中継サブフレームを介して中継局にサービスデ
ータを送信し、サービスデータに対応するダウンリンク制御情報に指示情報を携帯させる
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によると、中継サブフレーム配置に基づいてアップリンクフィードバック情報を
伝送するためのタイミング関係を確定することによって、中継局を含むシステムにおいて
アップリンクフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫを紛失してしまう問題を解決し、基地
局と中継局とのダウンリンク通信の信頼性を保証し、該フィードバック情報の伝送はユー
ザ機器に影響を与えない。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　ここで説明する図面は本発明を理解させるためのもので、本発明の一部を構成し、本発
明における実施例と共に本発明を解釈し、本発明を不当に限定するのではない。
【図１ａ】は、関連技術に係るＴＤＤシステムのフレーム構造を示す図である。
【図１ｂ】は、関連技術に係るＴＤＤシステムの特別サブフレームの構造を示す図である
。
【図２】は、本発明の実施例に係る中継リンクのアップリンクフィードバック情報を伝送
する方法を示すフローチャートである。
【図３】は、本発明の実施例に係る中継リンクのアップリンクフィードバック情報を伝送
する方法を示す具体的なフローチャートである。
【図４】は、本発明の実施例の実施例１に係わる中継サブフレーム配置を示す図である。
【図５】は、本発明の実施例の実施例２に係わる中継サブフレーム配置を示す図である。
【図６】は、本発明の実施例の実施例３に係わる中継サブフレーム配置を示す図である。
【図７】は、本発明の実施例の実施例４に係わる中継サブフレーム配置を示す図である。
【図８】は、本発明の実施例の実施例５に係わる中継サブフレーム配置を示す図である。
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【図９】は、本発明の実施例に係わる中継局の構造を示す図である。
【図１０】は、本発明の実施例に係わる中継局の具体的な構造を示すブロック図１である
。
【図１１】は、本発明の実施例に係わる中継局の具体的な構造を示すブロック図２である
。
【図１２】は、本発明の実施例に係わる基地局の構造を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　現在、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌｅａｓｅ関連技術において、中継リンクがＴＤＤ　
ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のフィードバック
タイミング関係に従うことによって、中継リンクのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフィー
ドバック情報を紛失してしまう問題を考えていない。本発明の実施例によると、アップリ
ンク／ダウンリンク中継サブフレームの配置によって、中継リンクのアップリンクＡＣＫ
／ＮＡＣＫフィードバック情報の伝送がＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコル
に規定のタイミング関係に従って完成できない場合、システムが中継リンクのダウンリン
クサービス伝送のアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のために新規のフィードバックタイ
ミング関係を定義し、中継局が新規のフィードバックタイミング関係に応じて、アップリ
ンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送する中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝
送方法を提供する。即ち、中継サブフレームを配置した後、該中継サブフレーム配置の場
合、中継リンクのダウンリンクサービスの伝送とアップリンクフィードバック情報の伝送
とのタイミング関係が、ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップ
リンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック伝送タイミング関係に従うことができると、中継
リンクのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報をＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅ
ａｓｅ　８プロトコルに定義されたタイミング関係に従って伝送し、さもないと、中継リ
ンクに新規のアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックタイミング関係を定義する。
具体的に、中継サブフレームの配置に基づいて、アップリンクフィードバック情報を伝送
するためのタイミング関係を確定し；中継局は、タイミング関係に応じて、アップリンク
フィードバック情報を伝送するためのアップリンク中継サブフレームを確定し、アップリ
ンク中継サブフレームを介してアップリンクフィードバック情報を伝送する。
【００２８】
　ここで、互いに衝突しない限り、本願における実施例及び実施例における特徴を互いに
結合することができる。以下、図面を参照しつつ、実施例を結合して本発明を詳しく説明
する。
【００２９】
　方法実施例
　以下の実施例において、図面に示すステップは例えば１セットのコンピュータが実行可
能な命令に対するコンピュータシステムにおいて実行可能であり、フローチャートに論理
的な順を示しているが、異なる順に従ってこれらのステップを実行することもできる。
【００３０】
　本発明の実施例によると、中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝送方法を
提供する。図２は、本発明の実施例に係る中継リンクのアップリンクフィードバック情報
の伝送方法を示すフローチャートである。図２に示すように、次のステップＳ２０２～ス
テップＳ２０６を含む。
【００３１】
　中継サブフレームの配置に基づいて、アップリンクフィードバック情報を伝送するため
のタイミング関係を確定する（ステップＳ２０２）。
【００３２】
　中継局は、タイミング関係に基づいて、アップリンクフィードバック情報を伝送するた
めのアップリンク中継サブフレームを確定する（ステップＳ２０４）。
【００３３】
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　中継局は、アップリンク中継サブフレームを介してアップリンクフィードバック情報を
伝送する（ステップＳ２０６）。
【００３４】
　関連技術において、アップリンクフィードバック情報の伝送は、中継サブフレームの配
置状況を考えていない。本発明の実施例において、タイミング関係は中継サブフレームの
配置状況を表し、中継局は該タイミング関係から、アップリンクフィードバック情報を伝
送するためのアップリンク中継サブフレームを確定することによって、アップリンクフィ
ードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫの紛失を防止する。
【００３５】
　ステップＳ２０６において、中継局がフィードバック情報をアップリンク伝送する場合
、１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のダウンリンクサービスのフィードバッ
ク情報を伝送する必要がある場合、中継局が、予め約定したフィードバックモード又は高
層シグナリングにより指示されたフィードバックモードに応じてフィードバックを生成し
た後、バンドルフィードバックモード又は多重化フィードバックモードに従って上記の複
数のアップリンクフィードバック情報を基地局に送信することが好ましい。
【００３６】
　ここで、ステップＳ２０２において中継サブフレームの配置に基づいてサービスデータ
のアップリンクフィードバック情報を伝送するタイミング関係を確定する際、主に以下の
ような二つの状況がある。以下、該二つの状況について詳しく説明する。
【００３７】
　状況１：中継局は中継サブフレーム配置を取得し、取得した中継サブフレーム配置に基
づいて、予め設定された対応関係からタイミング関係を確定し、その中、対応関係は、中
継サブフレーム配置とアップリングフィードバック情報を伝送するタイミング関係との対
応関係であって、又は、中継リンクのダウンリンクサービス伝送とアップリンクフィード
バック情報を伝送するサブフレーム位置との対応関係である。具体的に、状況１は以下の
処理を含む。
【００３８】
　まず、基地局と中継局との間で、各サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置にお
ける可能的な中継サブフレーム配置に応じて、中継リンクのアップリンクフィードバック
情報とダウンリンクサービス伝送との間のタイミング関係を約定し、即ち、各中継サブフ
レームの配置状況について、中継リンクのダウンリンクサービスの伝送と対応するアップ
リンクフィードバック情報の伝送とのタイミング関係を約定する。ここで言う約定とは、
上記タイミング関係をシグナリングによって送信せずに、アップリンクフィードバック情
報とダウンリンクサービスの伝送との間のタイミング関係を標準プロトコルに規定するこ
とを指す。
【００３９】
　その後、中継局は、基地局の中継サブフレームの配置情報に基づいて、予め約定された
ものに基づいて対応するフィードバックタイミング関係を確定し、該フィードバックタイ
ミング関係に応じて対応するアップリンク中継サブフレームにてフィードバック情報を伝
送する。
【００４０】
　状況２：基地局が中継サブフレーム配置に基づいてタイミング関係を確定し、中継局に
、タイミング関係を指示するための指示情報を送信する。即ち、基地局は、中継サブフレ
ームの配置状況に基づいて、中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝送とダウ
ンリンクサービスの伝送との間のタイミング関係を設定して中継局に指示し、中継局は、
指示に応じて対応するフィードバックタイミング関係を確定し、該フィードバックタイミ
ング関係に応じてアップリンクフィードバック情報を伝送する。
【００４１】
　基地局は、ダウンリンク中継サブフレームを介してサービスデータを中継局に送信し、
サービスデータに対応するダウンリンク制御情報に指示情報を携帯させる。即ち、基地局
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は、中継局に送信するサービスデータに対応する中継リンクのダウンリンク制御シグナリ
ングを介して該指示情報を送信する。
【００４２】
　その中、指示情報は、アップリンクフィードバック情報を伝送するためのアップリンク
中継サブフレームのサブフレーム番号であったり、該アップリンク中継サブフレームのオ
フセット量であったりすることができる。オフセット量とは、中継リンクのダウンリンク
サービスデータ伝送用のサブフレームに対するフィードバック情報伝送用のサブフレーム
のオフセット量を指し、オフセット量は、全てのサブフレームに対するオフセット量であ
り；又は、オフセット量は中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送用のサブフレー
ム後の一番目のアップリンク中継サブフレームに対するフィードバック情報伝送用のサブ
フレームのオフセット量であって、アップリンク中継サブフレームに対するオフセット量
である。
【００４３】
　中継サブフレーム配置に基づいてアップリンクフィードバック情報伝送用のタイミング
関係を確定する前、中継サブフレーム配置で、ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロ
トコルに規定されたアップリンクフィードバック情報のタイミング関係を利用可能である
か否かを判定することが好ましい。可能であると、ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８
プロトコルに規定のアップリンクフィードバック情報伝送用のタイミング関係に従ってア
ップリンクフィードバック情報を伝送し、不可能であると、中継サブフレーム配置に基づ
いてアップリンクフィードバック情報伝送用のタイミング関係を確定する操作を行う。
【００４４】
　中継局において本発明に記載のタイミング関係に従ってフィードバック情報を伝送する
場合、１アップリンク中継サブフレームにて複数のダウンリンクサービスのフィードバッ
ク情報をフィードバックする必要がある場合、中継局は、予め約定したフィードバックモ
ード又は高層シグナリングにより指示されたフィードバックモードに応じてフィードバッ
ク情報を生成した後、バンドルフィードバックモード又は多重化フィードバックモードに
従って上記の複数のアップリンクフィードバック情報を基地局に送信する。
【００４５】
　ここで、基地局が特別サブフレームにおけるリソースを用いて基地局にダウンリンクサ
ービスを伝送する場合、中継局の該ダウンリンクサービスのフィードバック情報の伝送は
以下の二つの状況に分けられる：（１）特別サブフレームにおけるリソースが基地局によ
り中継局にダウンリンクサービスを伝送するに用いられていると、中継局は特別サブフレ
ームの後のアップリンク中継サブフレームを介してダウンリンクサービスのアップリンク
フィードバック情報を伝送する。即ち、特別サブフレームＳにおける一部のリソースが基
地局から中継局へのサービス伝送に用いられた場合、特別サブフレームＳにおける中継リ
ンクのダウンリンクサービス伝送のアップリンクフィードバック情報はサブフレームＳの
後の一つのアップリンク中継サブフレームにて伝送される。（２）特別サブフレームにお
けるリソースのみを中継局から基地局へのアップリンクサービスの伝送に用いると、中継
局は特別サブフレームを介してダウンリンクサービスのアップリンクフィードバック情報
を伝送する。即ち、特別サブフレームＳにおけるリソースのみが中継局から基地局へのサ
ービス伝送に用いられた場合、中継リンクのダウンリンクサービス伝送のアップリンクフ
ィードバック情報は特別サブフレームＳにて伝送される。
【００４６】
　以下、表１中のＴＤＤ　ＬＴＥシステムにおけるサブフレームアップリンク／ダウンリ
ンク配置形式に基づいて本発明の実施例を詳しく説明する。
【００４７】
　サブフレームのアップリンク／ダウンリンク配置１の場合
　サブフレーム４がダウンリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレーム
３のみがアップリンク中継サブフレームとして配置されていれば、ｎ号の無線フレームの
サブフレーム４における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィー
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ドバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム３にて伝送する
ことが好ましく、サブフレーム８がアップリンク中継サブフレームとして配置されていれ
ば、ｎ号無線フレームのサブフレーム４における中継リンクのダウンリンクサービスデー
タ伝送に対応するフィードバック情報をｎ号無線フレームのアップリンク中継サブフレー
ム８にて伝送することが好ましく、即ち、中継リンクのアップリンクフィードバック情報
の伝送はＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンクフィード
バック情報の伝送時間順に従って行うことができる。
【００４８】
　サブフレーム９がダウンリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレーム
８のみがアップリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フレームの
サブフレーム９における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィー
ドバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム８にて伝送する
ことが好ましく、サブフレーム３がアップリンク中継サブフレームとして配置されている
と、ｎ号の無線フレームのサブフレーム９における中継リンクのダウンリンクサービスデ
ータ伝送に対応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サ
ブフレーム３にて伝送することが好ましく、即ち、中継リンクのアップリンクフィードバ
ック情報の伝送をＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンク
フィードバック情報の伝送時間順に従って行うことができる。
【００４９】
　サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置２の場合
　サブフレーム２のみがアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレ
ーム３又は／及び９がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無
線フレームのサブフレーム３における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対
応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム２
にて伝送することが好ましく、ｎ号の無線フレームのサブフレーム９における中継リンク
のダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィードバック情報をｎ＋２号の無線フレ
ームのアップリンク中継サブフレーム２にて伝送することが好ましく、サブフレーム４及
び／又は８がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フレー
ムのサブフレーム４及び／又は８における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送
に対応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレー
ム２にて伝送することが好ましく、即ち、中継リンクのアップリンクフィードバック情報
の伝送をＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンクフィード
バック情報の伝送時間順に従って行うことができる。
【００５０】
　サブフレーム７のみがアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレ
ーム４及び／又は８がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無
線フレームのサブフレーム４及び／又は８における中継リンクのダウンリンクサービスデ
ータ伝送に対応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サ
ブフレーム７にて伝送することが好ましく、サブフレーム３及び／又は９がダウンリンク
中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フレームのサブフレーム３におけ
る中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィードバック情報をｎ号の
無線フレームのアップリンク中継サブフレーム７にて伝送することが好ましく、ｎ号の無
線フレームのサブフレーム９における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対
応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム７
にて伝送することが好ましく、即ち、中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝
送をＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンクフィードバッ
ク情報の伝送時間順に従って行うことができる。
【００５１】
　サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置３の場合
　サブフレーム３のみがアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレ
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ーム９がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フレームの
サブフレーム９における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィー
ドバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム３にて伝送する
ことが好ましい。サブフレーム３のみがアップリンク中継サブフレームとして配置された
と限定しないことが好ましく、即ち、サブフレーム９がダウンリンク中継サブフレームと
して配置されると、サブフレーム３がアップリンク中継サブフレームとして配置された場
合、ｎ号の無線フレームのサブフレーム９における中継リンクのダウンリンクサービスデ
ータ伝送に対応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サ
ブフレーム３にて伝送することが好ましい。
【００５２】
　サブフレーム３がアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレーム
７及び／又は８がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フ
レームのサブフレーム７及び／８における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送
に対応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレー
ム３にて伝送することが好ましく、即ち、中継リンクのアップリンクフィードバック情報
の伝送時間順はＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定されたアップリン
クフィードバック情報の伝送時間順に従うことができ、又は、
　サブフレーム７及び／又は８がダウンリンク中継サブフレームとして配置された場合、
サブフレーム２のみがアップリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無
線フレームのサブフレーム７及び／又は８における中継リンクのダウンリンクサービスデ
ータ伝送に対応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サ
ブフレーム２にて伝送することが好ましい。
【００５３】
　サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置４の場合
　サブフレーム３がアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレーム
４がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フレームのサブ
フレーム４における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィードバ
ック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム３にて伝送すること
が好ましく、サブフレーム７及び／又は８及び／又は９がダウンリンク中継サブフレーム
として配置されていると、ｎ号の無線フレームのサブフレーム７及び／又は８及び／又は
９における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィードバック情報
をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム３にて伝送することが好まし
く、即ち、中継リンクのアップリングフィードバック情報の伝送時間順はＴＤＤ　ＬＴＥ
　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンクフィードバック情報の伝送時間順
に従うことができる。
【００５４】
　サブフレーム２のみがアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレ
ーム７及び／又は８がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無
線フレームのサブフレーム７及び／又は８における中継リンクのダウンリンクサービスデ
ータ伝送に対応するフィードバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サ
ブフレーム２にて伝送することが好ましい。
【００５５】
　サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置６の場合
　サブフレーム３のみがアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレ
ーム９がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フレームの
サブフレーム９における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィー
ドバック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム３にて伝送する
ことが好ましい。
【００５６】
　サブフレーム４がアップリンク中継サブフレームとして配置された場合、サブフレーム
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９がダウンリンク中継サブフレームとして配置されていると、ｎ号の無線フレームのサブ
フレーム９における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィードバ
ック情報をｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム４にて伝送すること
が好ましく、即ち、中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝送時間順はＴＤＤ
　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンクフィードバック情報の伝
送時間順に従うことができる。
【００５７】
　以下、上記のステップＳ２０２～ステップＳ２０６を詳しく説明する。
　図３は、本発明の実施例による中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝送方
法を示すフローチャートである。図３に示すように、ステップＳ３０１～ステップＳ３０
４を含む。
【００５８】
　基地局は、中継局にサービスデータを送信する（ステップＳ３０１）。
【００５９】
　中継局がアップリンクフィードバック情報を伝送するためのタイミング関係を確定する
（ステップＳ３０２）。
【００６０】
　該ステップにおいて、中継局と基地局との間で中継リンクのアップリンクフィードバッ
ク情報伝送用のサブフレームの位置が約定されていると、即ち、可能な中継サブフレーム
の配置状況について、対応する中継リンクのアップリンクフィードバック情報の伝送タイ
ミング関係が約定されていると、中継局は、中継サブフレーム配置情報を取得した後、中
継サブフレーム配置状況に応じて対応するアップリンクフィードバック情報の伝送タイミ
ング関係を確定する。
【００６１】
　又は、基地局が、ダウンリンクシグナナリングを介して中継局に中継リンクのアップリ
ンクフィードバック情報伝送のタイミング関係を指示する。該指示シグナリング（即ち、
指示情報）は、フィードバック情報伝送用のサブフレーム番号を直接指示し；又は、ダウ
ンリンクサービス伝送用のサブフレーム位置に対するフィードバック情報伝送用のサブフ
レームの位置のオフセット量を指示し、該オフセット量は全てのサブフレームに対するオ
フセット量であり；又は、中継リンクのダウンリンクサービス伝送用のサブフレーム後の
一番目のアップリンク中継サブフレームに対するフィードバック情報伝送用のサブフレー
ム位置のオフセット量を指示し、該オフセット量はダウンリンクサービス伝送後のアップ
リンク中継サブフレームに対するオフセット量である。オフセット量は、中継局がオフセ
ット量に基づいてＡＣＫ／ＮＡＣＫをフィードバックしたサブフレーム位置を確定するた
めに使用される。なお、上記の指示シグナリングが、基地局から中継局に送信したサービ
スデータの対応する制御情報に含まれることができる。
【００６２】
　中継局は、中継リンクのアップリンクフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫを生成し、
フィードバック情報伝送用のサブフレームを確定する（ステップＳ３０３）。
【００６３】
　ステップＳ３０３において、中継局は、中継リンクのダウンリンクサービスデータを受
信した後、データのチェック結果に基づいて対応するフィードバック情報ＡＣＫまたはＮ
ＡＣＫを生成する。
【００６４】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を伝送するアップリンク中継サブフレームを確定した後、中継局
は該サブフレームにて対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報を伝送する（ステッ
プＳ３０４）。
【００６５】
　ステップＳ３０４において、中継局が１サブフレームにて複数のダウンリンクサービス
のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報を伝送する必要がある場合、基地局は、バンドル
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（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）フィードバック又は多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）フィード
バックのモードを採用することができ、具体的なフィードバックモードは、基地局と中継
局との間で予め約定し、又は、高層シグナリングの指示によって確定することもできる。
【００６６】
　以下、実施例を結合して、本発明の実施例の実現プロセスを詳しく説明する。
【００６７】
　以下の実施例において、ＴＤＤ　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、１セルが１基地局と幾
つかの中継局を含むとする。受信と送信の干渉のため、中継局が同じリソースにおいて送
信及び受信を同時に行うことが不可能であるので、中継局と基地局との通信用に、アップ
リンクとダウンリンクのサブフレームから一部を分割する。この時、ＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒ
ｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のフィードバッ
クタイミング関係に従って行うと、中継リンクの一部のアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフ
ィードバック情報を紛失してしまう可能性がある。従って、中継サブフレームの配置状況
によって、中継リンクのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報の伝送をＴＤ
Ｄ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のアップリンクフィードバック情報の
伝送時間順に従って行うことができない場合、中継リンクのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバック情報の伝送タイミング関係を再び確定して中継リンクのダウンリンクサ
ービス伝送の信頼性を保証しなければならない。
【００６８】
　実施例１
　実施例１において、一部のアップリンク及びダウンリンクサブフレームが、基地局と中
継局との間での通信用として配置される。該実施例において、サブフレームアップリンク
／ダウンリンク配置３（表１を参照）を例にする。該実施例において、各無線フレームの
サブフレーム３はアップリンク中継サブフレームとし配置され、サブフレーム７、８、９
がダウンリンク中継サブフレーム（サブフレーム番号０～９）として配置されることがで
きる。図４に示すように、ＤＬ－Ｂはダウンリンク中継サブフレームを表し、即ち、ＤＬ
－Ｂサブフレームにて中継局は基地局からのサービスを受信し；ＵＬ－Ｂはアップリンク
中継サブフレームを表し、即ち、ＵＬ－Ｂサブフレームにて中継局は基地局にデータを送
信する。
【００６９】
　現在のＴＤＤ　ＬＴＥプロトコルの規定によると、サブフレームアップリンク／ダウン
リンク配置３において、ダウンリンクサブフレーム７、８、９におけるサービスデータ伝
送に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報はそれぞれアップリンクサブフレーム
３、３と４にて伝送される。該実施例において、４はアップリンク中継サブフレームとし
て配置されていないので、即ち、サブフレーム４において中継局がＵＥからのデータ情報
を受信するので、現在のＴＤＤ　ＬＴＥプロトコルの規定に従うと、中継局が９号のサブ
フレームにおいて基地局のサービスデータを受信した後、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のフィー
ドバックを行うことができない。
【００７０】
　該実施例において、基地局がｎ号の無線フレームのサブフレーム９にて中継局に送信し
たダウンリンクサービスデータについて、中継局はｎ＋１号の無線フレームのアップリン
ク中継サブフレーム３にてフィードバックする。即ち、ｎ＋１号の無線フレームのサブフ
レーム３において、中継局は基地局にｎ号の無線フレームのサブフレーム７、８、９にお
けるサービスデータ伝送に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする。
【００７１】
　該実施例において、中継リンクのダウンリンクサービスデータに対応するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫフィードバック情報のタイミング関係は限定されたもので、即ち、サブフレーム７、
８、９にてダウンリンク中継サービスを伝送すると、対応するフィードバック情報を次の
無線フレームのサブフレーム３にてフィードバックすると約定されている。このように約
定した場合、基地局は他のシグナリングを介して中継局にフィードバック情報の伝送位置
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を指示する必要がない。
【００７２】
　中継局による具体的なフィードバック伝送プロセスは、中継局がｎ号の無線フレームの
ダウンリンク中継サブフレーム７、８、９における一つ又は幾つかにおいて基地局のサー
ビスデータを受信した後、アップリンクフィードバック情報生成ブロックはデータのチェ
ック結果に基づいて対応するＡＣＫ又はＮＡＣＫ情報を生成して、基地局と中継局との間
に約定されたフィードバック情報の伝送タイミング関係に基づいて、フィードバック情報
伝送用のサブフレームをｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム３に確
定して伝送ブロックに指示する。ｎ＋１号の無線フレームのサブフレーム３において、伝
送ブロックは指示に応じて、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する。
【００７３】
　中継局が、１アップリンク中継サブフレームにて複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィー
ドバックする必要がある場合、中継局は、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のＡＮＤ演算結果
をフィードバックするバンドル（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）フィードバックモード、又は、複数
のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）フィ
ードバックモードを用いることができる。具体的なフィードバックモードは、中継局と基
地局との間に約定され、例えば、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする場合
、多重化モードを用いると約定し、又は高層シグナリングによって中継局に指示する。
【００７４】
　実施例２
　実施例２において、一部のアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームが基
地局と中継局との間の通信用として配置される。該実施例において、サブフレームアップ
リンク／ダウンリンク配置４（表１を参照）を例にする。
【００７５】
　該実施例において、基地局は中継局の可能なサービス量などの情報に応じて中継サブフ
レームを配置する。サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置４の場合、ダウンリン
ク中継サブフレームの数が異なるによって３種類の候補の中継サブフレーム配置方案があ
って、それぞれを中継サブフレーム配置方案１、２、３とし、それぞれ図５（ａ）、５（
ｂ），５（ｃ）に示すとおりである。その中、ＤＬ－ＢとＵＬ－Ｂの意味は上記と同じで
ある。サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置４において、基地局と中継局が通信
を行う必要がある場合、基地局は中継局の可能なサービス量などの情報に基づいて、限定
された上記の３種類の中継サブフレーム配置方案から一つを選択して現在の中継サブフレ
ーム配置として中継局に指示する。
【００７６】
　該実施例において、３種類の中継サブフレーム配置方案について、それぞれが対応する
中継リンクのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のフィードバックタイミング関係に対応
する。また、各中継サブフレーム配置方案について、中継リンクのダウンリンクサービス
とアップリンクフィードバック情報の伝送とのタイミング関係は限定されたものである。
中継サブフレーム配置方案１の場合、ダウンリンク中継サブフレーム８、９におけるサー
ビスデータ伝送に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報の伝送位置は、ＴＤＤ　
ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックタイミ
ング関係に従うものであればいい。即ち、アップリンク中継サブフレーム３において対応
するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする。中継サブフレーム配置方案２の場合、
中継リンクのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックも同様にＴＤＤ　ＬＴＥプロ
トコルに規定のＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックタイミング関係に従って行うといい。中
継サブフレーム配置方案３の場合、ＴＤＤ　ＬＴＥにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ックタイミングに従うと、ダウンリンクサブフレーム４におけるサービス伝送に対応する
フィードバック情報を次の無線フレームのアップリンクサブフレーム２にてフィードバッ
クする。しかし、該実施例において、２はアップリンクの普通サブフレームであるので、
既存のＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定のフィードバックタイミン
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グによると、基地局がダウンリンクサブフレーム４にて中継局にサービスデータを送信す
ると、中継局は対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックすることができない。従
って、中継サブフレーム４におけるダウンリンクサービスデータに対して、中継局はアッ
プリンク中継サブフレーム３において対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックす
る。基地局が中継サブフレームを中継サブフレーム配置方案３に配置した場合、具体的な
プロセスは以下の通りである。
【００７７】
　１）基地局はダウンリンクシグナリンクを介して中継局に中継サブフレーム配置を配置
方案３を採用するように指示する。
　該実施例において、基地局はダウンリンクシグナリンクを介して中継局に中継サブフレ
ームの配置方案を指示する。具体的な指示方法は、本発明に係る内容ではないので、ここ
では説明を省略する。
【００７８】
　２）中継局はフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫを生成し；基地局の中継サブフレー
ム配置に基づいて、ダウンリンク中継サービス伝送のアップリンクフィードバック情報伝
送用のサブフレーム位置を確定し；確定したアップリンクフィードバックサブフレームに
おいて対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する。
【００７９】
　基地局からのダウンリンクサービスデータを受信した後、中継局は、対応するＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報を生成する。中継局は基地局からのダウンリンクシグナリンクを受信した後
、基地局の指示に応じて、現在の中継サブフレーム配置方案が方案３であると確定する（
図５（ｃ）に示す通り）。各種の中継サブフレームの配置方案について、ダウンリンク中
継サービスとアップリンクフィードバック情報の伝送とのタイミング関係は確定されるも
のであるので、中継局はアップリンク中継サブフレーム３において前の無線フレームのダ
ウンリンク中継サブフレーム４、７、８、９におけるサービスデータ伝送に対応するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックすることを確定する。
【００８０】
　中継局が１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィ
ードバックする必要がある場合、中継局は、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のＡＮＤ演算結
果をフィードバックするバンドルフィードバックモード、又は複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報をフィードバックする多重化フィードバックモードを用いることができる。具体的なフ
ィードバックモードは、中継局と基地局との間で約定され、例えば、複数のＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報をフィードバックする場合、多重化フィードバックモードを採用すると約定し、
又は、高層シグナリンクを介して中継局に指示する。
【００８１】
　該実施例において、中継サブフレーム配置方案が確定されると、中継リンクのアップリ
ンクフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝送タイミング関係は確定されたものである
。
【００８２】
　実施例３
　該実施例３において、一部のアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームが
基地局と中継局との間の通信用として配置され、このような配置は動的なものである。動
的とは、サブフレームのアップリンク／ダウンリンク配置形式に対し、中継サブフレーム
がリアルタイムに配置され、基地局は中継サブフレームの配置情報を中継リンクのダウン
リンクシグナリングを介して中継局に報知する。
【００８３】
　中継局がサブフレーム０、１、５、６にてＵＥに放送、コール、同期などのメッセージ
を送信する必要があるので、他のサブフレームを中継サブフレームとして配置されること
ができる。中継サブフレームが動的に配置された場合、中継リンクのダウンリンクサービ
ス伝送に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック情報の伝送タイミング関係を、基地局
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が中継局に制御情報を送信することによって指示することができる。例えば、基地局が中
継局にサービスデータを送信する場合、該サービスデータの対応する制御情報に情報ビッ
トを追加することによってアップリンクフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送用のサ
ブフレーム位置を指示する。該位置ビットはフィードバックサブフレームの番号であるこ
とができ、即ち、フィードバック情報伝送用のサブフレーム番号を直接指示することがで
きる。サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置３を例にすると、図６（ａ）に示す
ように、ｎ号の無線フレームとｎ＋１号の無線フレームのサブフレーム３とサブフレーム
７、８，９がそれぞれアップリンク中継サブフレームとダウンリンク中継サブフレームと
して配置されるとする。基地局がサブフレーム９において中継局にサービスデータを送信
する場合、同時にフィードバック位置指示ビットにおいてフィードバックサブフレームが
３であると指示し、例えば、フィードバック位置指示ビットが４ｂｉｔｓである場合、０
０１１に配置することができ、フィードバック位置が３号のサブフレームであることを表
する。中継局はサービスデータと該制御情報を受信した後、次の無線フレームのサブフレ
ーム３においてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする。又は、該指示情報がフィー
ドバック位置のオフセット量を表することもでき、中継局は該オフセット量に基づいてフ
ィードバック情報伝送用のサブフレーム位置を確定する。オフセット量は以下の幾つかの
方法の中から一つを選択して確定することができる。
【００８４】
　１）オフセット量は、該ダウンリンクサブフレームに対するオフセット量である。例え
ば、図６（ａ）を例にする。現在の無線フレームにおいて、サブフレーム９はダウンリン
ク中継サブフレームであって、該サブフレームにて中継局にサービスデータを送信すると
共に、対応する制御情報にて指示するオフセット量が４であると、中継局は次の無線フレ
ームのアップリンクサブフレーム３において対応するフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信する。
【００８５】
　２）オフセット量は中継サブフレームにおける、次のアップリンク中継サブフレームに
対するオフセット量である。例えば、１ｂｉｔでオフセット量を表し、０でオフセットし
ていないことを表し、即ち、ダウンリンク中継サービスを伝送した後の次のアップリンク
中継サブフレームにおいてフィードバックし、１は１アップリンク中継サブフレームの分
オフセットしたことを表し、即ち、該ダウンリンクサービスを伝送する中継サブフレーム
後の二番目のアップリンク中継サブフレームにおいてフィードバックする。サブフレーム
アップリンク／ダウンリンク配置２を例にし、例えば、図６（ｂ）に示すように、ｎ号と
ｎ＋１号の無線フレームのサブフレーム３、４、９がダウンリンク中継サブフレームとし
て配置され、サブフレーム７がアップリンク中継サブフレームである。４号のサブフレー
ムと７号のサブフレームとの間の間隔が小さく、中継局はアップリンク中継サブフレーム
７において送信する場合、ダウンリンクサブフレーム４にて受信したデータパケットの復
号化、チェックなどの処理を行うことができないので、基地局がｎ号の無線フレームの４
号のサブフレームにて中継局にサービスデータを送信する場合、同時に、フィードバック
オフセット量を１にし、中継局は該オフセット指示情報を受信した後、該ダウンリンクサ
ービス伝送用のサブフレーム後の二番目のアップリンク中継サブフレームにおいて対応す
るフィードバック情報を送信し、即ち、ｎ＋１号の無線フレームの７号のサブフレームに
て中継局にフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。
【００８６】
　上記の様々なオフセット量指示方法において、オフセット量を確定する場合、アップリ
ンク／ダウンリンク中継サブフレームの配置に基づいて確定しなければならない。
【００８７】
　中継局による具体的なフィードバック伝送プロセスは以下の通りである。中継局がダウ
ンリンク中継サブフレームにおける一つ又は複数において基地局からのサービスデータを
受信した後、アップリンクフィードバック生成ブロックはデータのチェック結果に基づい
て、対応するＡＣＫ又はＮＡＣＫ情報を生成し、受信したフィードバック伝送位置又はフ
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ィードバック伝送オフセット量の指示に応じてフィードバック情報伝送用のサブフレーム
を確定すると共に、伝送ブロックに指示する。アップリンクフィードバック情報伝送用の
サブフレームにおいて、伝送ブロックは指示に応じて対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送
信する。
【００８８】
　中継局が１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィ
ードバックする必要がある場合、中継局は、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のＡＮＤ演算結
果をフィードバックするバンドルフィードバックモードを採用するか、または、複数のＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする多重化フィードバックモードを採用する。具体
的なフィードバックモードは中継局と基地局との間に約定され、例えば、複数のＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報をフィードバックする場合、多重化フィードバックモードを採用すると約定
する、又は高層シグナリングを介して中継局に指示する。
【００８９】
　実施例４
　該実施例４において、一部のアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームが
基地局と中継局との間の通信用として配置される。
【００９０】
　中継局がサブフレーム０、１、５、６においてＵＥに放送、コールなどのメッセージを
送信する必要があるので、他のサブフレームは中継サブフレームとして配置されることが
できる。中継リンクのダウンリンクサービス伝送の対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ック情報の伝送タイミング関係は、予め約定された基地局と中継局との間のアップリンク
フィードバック情報の伝送タイミング関係に基づいて確定することができる。該実施例に
おいて、サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置１を例にする（表１を参照）。
【００９１】
　図７に示すように、ｎ号の無線フレームとｎ＋１号の無線フレームにおけるサブフレー
ム８とサブフレーム４、９がそれぞれアップリンク中継サブフレームとダウンリンク中継
サブフレームとして配置されたとする。基地局がｎ号の無線フレームのサブフレーム４に
おいて中継局にサービスデータを送信した場合、サービスデータに対応するフィードバッ
ク情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫを既存のＴＤＤ　ＬＴＥプロトコルに規定のフィードバックタイ
ミング関係に従ってフィードバックし、即ち、ｎ号の無線フレームのアップリンク中継サ
ブフレーム８においてフィードバックする。ダウンリンクサブフレーム９における中継リ
ンクのサービスデータについて、既存のＴＤＤ　ＬＴＥプロトコルの規定に従ってフィー
ドバックすると、対応するフィードバック情報はアップリンクサブフレーム３にてフィー
ドバックされる。しかし、該実施例において、３号は普通のアップリンクサブフレームで
、中継局はサブフレーム３においてユーザ機器からの信号を受信するので、同時に基地局
から送信されるフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することができない。
【００９２】
　従って、ｎ号の無線フレームのサブフレーム９における中継リンクのダウンリンクサー
ビスデータの伝送について、対応するフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫをｎ＋１号の
無線フレームのアップリンク中継サブフレーム８にてフィードバックする。該フィードバ
ックタイミング関係は基地局と中継局との間で約定されたもので、他のシグナリンクによ
って指示する必要がない。ここでの約定したとは、フィードバック情報の伝送タイミング
関係を関連する通信プロトコルに規定することである。基地局は中継サブフレーム配置情
報を中継局に報知した後、中継局は配置状況と約定されたフィードバックタイミング関係
に基づいて、ｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム８においてｎ号の
無線フレームのサブフレーム９におけるダウンリンク中継リンクのサービスデータに対応
するフィードバック情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送すると確定する。
【００９３】
　中継局による具体的なフィードバック伝送プロセスは、中継局がｎ号の無線フレームの
ダウンリンクサブフレーム４、９において基地局からのサービスデータを受信した後、ア
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ップリンクフィードバック情報生成ブロックはデータのチェック結果に基づいて、対応す
るＡＣＫ又はＮＡＣＫ情報を生成し、基地局と中継局との間で約定されたフィードバック
情報の伝送タイミング関係によって、フィードバック情報伝送用のサブフレームをそれぞ
れｎ号とｎ＋１号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム８と確定し、伝送ブロ
ックに指示する。ｎ号とｎ＋１号の無線フレームのサブフレーム８において、伝送ブロッ
クは指示に応じて対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する。
【００９４】
　中継局が１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィ
ードバックする必要がある場合、中継局は、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のＡＮＤ演算結
果をフィードバックするバンドル（ｂｕｎｄｌｉｎｇ）フィードバックモードを採用し、
又は複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）フィードバックモードを採用する。具体的なフィードバックモードは、中継局と基地
局との間で約定され、例えば、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィードバックする場合、
多重化フィードバックモードを採用すると約定する、又は高層シグナリングを介して中継
局に指示する。
【００９５】
　実施例５
　中継局がサブフレーム０、１、５、６においてＵＥに放送、コール、同期などの情報を
送信する必要があるので、サブフレーム０、１，５、６を中継サブフレームとすることが
できない。しかし、サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置０において、サブフレ
ーム０、１、５、６以外は、基地局から中継局へのデータ伝送に利用可能なダウンリンク
サブフレームがない。サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置５において、アップ
リンクサブフレームが一つのみ存在し、中継局が当該サブフレームにおいてユーザ機器か
らのデータを受信しなければならないので、中継局から基地局へのデータ送信に利用可能
なアップリンクリソースが存在しない。しかし、サブフレームアップリンク／ダウンリン
ク配置０において、特別サブフレームＳ（サブフレーム１、６）におけるＧＰ部分を基地
局から中継局へのデータ送信用とすることができる。サブフレームアップリンク／ダウン
リンク配置５において、特別サブフレームＳ（サブフレーム１）におけるＧＰ部分を中継
局から基地局へのデータ送信用とすることができる。特別サブフレームＳの構成は図１ｂ
に示す通りである。
【００９６】
　該実施例５において、それぞれ、サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置０と５
を例にして、本発明の実施例に係る発明を説明する。
【００９７】
　サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置０の場合、図８（ａ）に示すように、ｎ
号とｎ＋１号の無線フレーム内に、サブフレーム１と６におけるＧＰ部分のリソースが基
地局から中継局へのデータ送信用として配置され、サブフレーム３と８がアップリンク中
継サブフレームとして配置され、ＤＬ－ＢとＵＬ－Ｂの意味は上記のと同じであり、ただ
、該実施例において、ＤＬ－Ｂにおける中間の一部の符号のみが基地局から中継局へのデ
ータ送信用である。このような中継サブフレーム配置の場合、ｎ号の無線フレームのサブ
フレーム１、６における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送に対応するフィー
ドバック情報はｎ号の無線フレームのアップリンク中継サブフレーム８とｎ＋１号の無線
フレームのアップリンク中継サブフレーム３において伝送される。
【００９８】
　サブフレームアップリンク／ダウンリンク配置５の場合、図８（ｂ）に示すように、ｎ
号、ｎ＋１号、ｎ＋２号の無線フレーム内に、サブフレーム１におけるＧＰ部分のリソー
スが中継局から基地局へのデータ送信用として配置され、サブフレーム３、４と７がダウ
ンリンク中継サブフレームとして配置され、ＤＬ－ＢとＵＬ－Ｂの意味は上記のと同じで
あって、ただ、該実施例において、ＵＬ－Ｂにおける中間の一部の符号のみが中継局から
基地局へのデータ伝送用である。このようなサブフレーム配置方法において、ｎ号の無線
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フレームのサブフレーム３、４と７における中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝
送に対応するフィードバック情報はいずれもｎ＋１号の無線フレームのサブフレーム１に
おいて伝送される。
【００９９】
　中継局による具体的なフィードバック伝送プロセスは、中継局が基地局からのサービス
データを受信した後、アップリンクフィードバック情報生成ブロックはデータのチェック
結果に基づいて、対応するＡＣＫまたはＮＡＣＫ情報を生成し、基地局と中継局との間に
約定されたフィードバック情報伝送タイミング関係、又は基地局により指示されたフィー
ドバック情報伝送タイミング関係に応じて、フィードバック情報伝送用のサブフレーム番
号を確定して伝送ブロックに指示する。確定されたアップリンクフィードバック情報送信
用のサブフレームにおいて、伝送ブロックは指示に応じて対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
を送信する。
【０１００】
　中継局が１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をフィ
ードバックする必要がある場合、中継局は、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のＡＮＤ演算結
果をフィードバックするバンドルフィードバックモード、又は、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ
情報をフィードバックする多重化フィードバックモードを採用する。具体的なフィードバ
ックモードは、中継局と基地局との間に約定され、例えば、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
をフィードバックする場合、多重化フィードバックモードを採用すると約定し、又は高層
シグナリングを介して中継局に指示する。
【０１０１】
　上記の実施例によると、中継局を含むＴＤＤ　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、中継リン
クのダウンリンクサービスデータに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のフィードバック問題
を解決し、基地局と中継局との間のダウンリンク通信の信頼性を向上し、該フィードバッ
ク情報の伝送によりユーザ機器に影響を与えることがない。
【０１０２】
　装置実施例１
　本発明の実施例によると、中継局を提供する。図９は、本発明の実施例に係る中継局の
構造を示す図である。図９に示すように、該装置は、第１の確定ブロック９２と、第２の
確定ブロック９４と、伝送ブロック９６と、を含む。以下、該構造を詳しく説明する。
【０１０３】
　第１の確定ブロック９２は、中継サブフレーム配置に基づいて、アップリンクフィード
バック情報を伝送するためのタイミング関係を確定する。第２の確定ブロック９４は、第
１の確定ブロック９２に接続され、タイミング関係に基づいて、アップリンクフィードバ
ック情報を伝送するためのアップリンク中継サブフレームを確定する。伝送ブロック９６
は、第２の確定ブロック９４に接続され、アップリンク中継サブフレームを介してアップ
リンクフィードバック情報を伝送する。
【０１０４】
　図１０は、本発明の実施例に係る中継局の具体的な構造を示すブロック図１である。図
１０に示すように、第１の確定ブロック９２は取得サブブロック１０２と、第１の確定サ
ブブロック１０４と、を含む。以下、該構造を詳しく説明する。
【０１０５】
　取得サブブロック１０２は、中継サブフレーム配置を取得する。第１の確定サブブロッ
ク１０４は取得サブブロック１０２に接続され、取得した中継サブフレーム配置に基づい
て、予め設定された対応関係からタイミング関係を確定し、その中、対応関係は、中継サ
ブフレーム配置とアップリンクフィードバック情報の伝送タイミング関係との対応関係で
あり、または、対応関係は中継リンクのダウンリンクサービス伝送とアップリンクフィー
ドバック情報伝送用のサブフレーム位置との間の対応関係である。
【０１０６】
　図１１は、本発明の実施例に係る中継局の具体的な構造を示すブロック図２である。図
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１１に示すように、第１の確定ブロック９２は、基地局からのタイミング関係の指示シグ
ナリングを受信する受信サブブロック１１２と、受信サブブロック１１２に接続され、受
信サブブロック１１２から取得した指示シグナリングに基づいて具体的なアップリンクフ
ィードバック情報伝送用のサブフレームを確定する第１の確定サブブロック１０４と、を
含むことができる。
【０１０７】
　上記中継局が、中継局が受信したダウンリンクサービスデータに基づいて、対応するＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報（即ち、アップリンクフィードバック情報）を生成するアップリンク
情報生成ブロックをさらに含むことが好ましい。
【０１０８】
　上記伝送ブロック９６が、さらに、１アップリンク中継サブフレームにおいて複数のダ
ウンリンクサービスのフィードバック情報をフィードバックする必要がある場合、予め約
定された又は高層シグナリングを介して指示したフィードバックモードに従ってフィード
バック情報を生成した後、バンドルフィードバックモード又は多重化フィードバックモー
ドによって上記複数のアップリンクフィードバック情報を基地局に送信することが好まし
い。
【０１０９】
　装置実施例２
　本発明の実施例によると、基地局を提供する。図１２は、本発明の実施例に係る基地局
の構造を示すブロック図である。図１２に示すように、該基地局は、確定ブロック１２２
と、送信ブロック１２４と、を含む。以下、該構造を詳しく説明する。
【０１１０】
　確定ブロック１２２は、中継サブフレーム配置に基づいてタイミング関係を確定する。
送信ブロック１２４は、確定ブロック１２２に接続され、中継局にタイミング関係を指示
する指示情報を送信する。
【０１１１】
　送信ブロック１２４が、ダウンリンク中継サブフレームを介して中継局にサービスデー
タを送信し、サービスデータに対応するダウンリンク制御情報に指示情報を携帯させるこ
とが好ましい。
【０１１２】
　該基地局が、さらに、タイミング関係に基づいて確定したアップリンク中継サブフレー
ムにおいてアップリンクフィードバック情報を受信する受信ブロック１２６を含むことが
好ましい。
【０１１３】
　指示情報は、アップリンクフィードバック情報を伝送するためのアップリンク中継サブ
フレームのサブフレーム番号であることができれば、該アップリンク中継サブフレームの
オフセット量であることもできる。オフセット量とは、中継リンクのダウンリンクサービ
スデータ伝送用のサブフレームに対するフィードバック情報伝送用のサブフレームのオフ
セット量を指し、オフセット量は全てのサブフレームに対するオフセット量であって；又
は、中継リンクのダウンリンクサービスデータ伝送用のサブフレームの後の一番目のアッ
プリンク中継サブフレームに対するフィードバック情報伝送用のサブフレームのオフセッ
ト量を指し、オフセット量はアップリンク中継サブフレームに対するオフセット量である
。
【０１１４】
　上述のように、ＴＤＤ　ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、本発明の上記実施例によると、
中継サブフレームの配置によって中継リンクのアップリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバ
ック情報をＴＤＤ　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８プロトコルに規定されたＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋフィードバックタイミング関係に従って伝送できない場合、アップリンク中継サブフレ
ームにおいて、新規のサブフレームを中継リンクのアップリンクフィードバック情報伝送
用のサブフレームとして確定することによって、中継リンクにおけるアップリンクフィー
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ドバック情報の紛失を防止し、中継リンクのダウンリンクサービス伝送の信頼性を向上さ
せることができる。
【０１１５】
　当業者にとって、上述の本発明の各ブロック又は各ステップは共通の計算装置によって
実現することができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から
構成されるネットワークに分布させることもでき、さらに計算装置が実行可能なプログラ
ムのコードによって実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置
によって実行することができ、又はそれぞれ集積回路ブロックに製作し、又はそれらにお
ける複数のブロック又はステップを単独の集積回路ブロックに製作して実現することがで
きることは明らかなことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソ
フトウェアの結合にも限定されない。
【０１１６】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や原則内での如何なる修正、
置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】
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